
輸出こん包材の各国規制

工業製品等の輸出貨物のこん包に用 いられ る

木箱、 パ レット、ダ ンネージ等の木製 こん包材

は、木材害虫の侵入経路と しての危 険性がある

ため、以前からオーストラリア、ニュージーランド

などは 木製こん包材の輸出前 消毒 を要求 してい

た。一方、国際間の貿易が盛んにな るにつれて、

海外 で新たな木材病害虫 が侵入 する例があ り最

近、米 国に発生 した ツヤハダゴマダラカミキ リ

(Asian long-horned beetle)は 中国からの木製こ

ん包材が原因と考え られている。

また、中国及び フィンラン ド政府は輸入検査で

日本産及び米国産マツから侵入を警戒 しているマ

ツノザイセンチュウを発見 したことを報告 してい

る。このため、最近にな って諸外国は木製こん包

材に対する規制 を強めてお り、新たに輸出前消毒、

消毒証明書又は検疫証明書の添付を課する国が増

えている。2000年1月 以降、中国、ブラジル、フィ

ンラン ドが相次 いで規制を強化 したほか、EU諸

国も2001年 中の規制強化を発表 している。

各 国の基本的な検疫条件は、輸 出前 に消毒 を

行 った上 で、 その 旨を証明 しなけれ ばな らない

とするもの であ る。消毒の基準、証明の方法は

各 国によって異な るが、一般 的な消毒方法と し

てはくん蒸、熱処理、防虫剤加圧注入処理のい

ずれ かが義務付 けられてお り、証明の方法は国

の植物検疫証明書が必要な国(ブ ラジル等)、 国

の 指定 す る証 明機 関の消 毒証 明書 が必要 な 国

(中国、フィンラン ド)、民間の証明書 で差 し支え

な い国(オ ース トラリア等)、 証明書 は必要 と し

な いがこん包材 に対す る表示が必要な国(EU諸

国)な ど様 々である。

こう した状況か ら、国際植物防疫条約の事務

局 を中心 に2002年 を目途に木製こん包材 に関す

る国際基準づくりが進められている。

海外のニ ュース

米国で行われたローソンヒノキ疫病に対するアクションプラン

ロー ソンヒノキ疫病は1923年 シア トル郊外の

苗木園 で初めて発見され たが、汚染ほ場からの

苗 木 の 移 植 に よ り病 原 菌(Phytophthora

lateralis)が 野外 に広が り、1952年 にはロー ソ

ンヒノキ(Port-Orford-Cedar(POC))の 原生林

で枯死樹の被害が問題 となった。

本被害は1960～70年 代にかけてカリフォルニ

ア ・オ レゴン両州の森林地 帯、特 に河川流域 と

林道沿 いを中心 に して急激に広が った。 これ は

病原 菌の遊走子 が水 によって運ばれ、湿地帯 に

自生 するPOCに 感染 したことや、林道 を利用 す

る車 両によって汚染土壌が分散 したため と考え

られた。

そこ で連邦政府は1985年 にオレゴン州立大学

と協力 し “POCア クションプラン”と呼ばれる次

のような防除活動 と試験研究 を開始 した。①大

規模な発病調査(1986年 、1993年 に実施)、 ②

林道の封鎖(永 久又 は湿潤期 間中)及 び路面舗

装、③汚染地域 での伐採の規制と林道 沿いに自

生するPOCの 除去、④未汚染地域 に入る車両の

洗浄と森林関係者 への広報活動、⑤抵抗性品種

の探索や耕種的防除法に関する試験研究。

これ らの諸活動 に関す る情報は新聞 ・ラジオ

等で報道 された。連邦政府は1997年 まで本活動

を実施 したが、現在 でも汚染地域の拡大 を懸念

している。
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